
資料４

新行政改革大綱における各改革の

評価手法に係る方針について（案）

【方針】

ＰＤＣＡサイクルによる評価をしっかり行い、

評価を踏まえた改革内容の改定も可能とし、着実

に改革を実行する。

１ 評価の位置づけ

のとおり、いずれの改革項目も、ＰＤＣＡサイクルによって実行し、評別紙１

価については、Ｃ（チェック＝新大綱に沿った実施がなされているかどうか）に

よることとする。

２ 具体的な評価方法

具体的には、 の新行政改革大綱実施計画評価表(案)[記入例]により、実別紙２

施計画を活用して評価していく。

、 、 。評価に当たっては の推進体制により 内からも外からも評価していく別紙３

【これまでの評価：県政運営の改革方針における評価】

計画どおり行われたかどうかを検証してきたが、以下のような課題があった。

１ 不完全なＰＤＣＡサイクル

全庁的な評価は各年度末での進捗状況の把握にとどまり、課題分析は、特に

遅れている項目を除き行っていなかった。また、質的な評価は、明確には行っ

ていなかった。

２ 推進期間中の計画の硬直化

計画内容を達成した項目に取組を追加したり、事情変更等で計画実施が困難

な項目について計画を変更することがなかった（仕組みがなかった 。）



【参考】

１ 「県政運営の改革方針 （平成20年度～平成22年度）の評価方法」

（参考資料２参照）

(1) 実施計画の進捗状況の把握

各年度末に見込で 次年度当初に 群馬県県政改革実施
→ →

実績表を作成 実績で補正 委員会に報告

（委員長：総務部長、委員：各部局主管課長、行(2) 群馬県県政改革実施委員会

での課題分析及び情報共有政事務所長等）

① 計画より進んでいる項目の情報共有

② 計画より遅れている項目とその状況の課題分析

（参考資料３参照）③ 各部局独自の取組の情報共有

(3) 質的な評価の実施

① ２０年度・２１年度の評価を 「新行政改革大綱」検討作業として、、

２２年６月に実施

② 最終評価を、推進期間終了後の平成２３年５月に実施

２ 「県政運営の改革方針」の評価方法の総括

(1) 評価できる点

① 各年度末における実績見込での作成

当該年度に実績見込で作成しておくことで、人事異動があった場合の次

年度への取組の引継ぎがスムーズだった。

② 群馬県県政改革実施委員会での課題分析及び情報共有

実施委員会で計画より遅れている項目の状況を分析することで、進捗が

図られた。また、各部局の取組を情報共有することで、業務改善等の取組

を進める参考となった。

③ 質的な評価の実施

計画に対する進捗状況だけでなく、取組の質的な評価を行うことで、今

後取り組むべき課題が明確となった。

(2) 課題

オモテ面 のとおり。【これまでの評価：県政運営の改革方針における評価】



新行政改革大綱の評価サイクル（案）

・達成すべき成果、工程 の設定
　（３８の具体的な改革）
・行政改革実施委員会（県・各部局）
　での各年度の重点的な取組の設定

・各所属での具体的な取組の実施
・県・各部局行政改革実施委員会による
  具体的な取組の推進

①各所属での進捗状況整理、評価、要因
　分析【毎年2～3月 ※4月に実績で補正】

②群馬県行政改革実施委員会での評価・
  課題分析【毎年4～5月】
③群馬県行政改革評価・推進委員会での
  評価【毎年6～7月】

Ｐ Ｄ

Ｃ

・要因・課題の分析、評価を踏まえ、
  達成すべき成果、工程を改定
　【毎年3～7月】

Ａ

（資料４別紙１）

プラン＝新大綱 ドゥ＝新大綱を実施

チェック＝新大綱
　に沿った実施か　　アクト＝改善

Ｃ・Ａを踏まえ計画の改定【7月】

※下線部が、新大綱のもとにおける新たな取組　　　





【資料４・別紙３】

行政改革の推進体制

群馬県行政改革推進会議

議 長：知事（構 成）

議長代理：両副知事

委 員：教育長、企業管理者、病院管理者、警察本部長、各部長、

危機管理監、会計管理者、各県民局長、議会事務局長

（所掌事務）

（１）行政改革の基本方針の策定に関すること。

（２）行政改革の推進方策の決定に関すること。

（３）行政改革の推進方策の進行管理に関すること。

（４）その他行政改革に係る重要事項に関すること。
・実施計画の進行管理 ・年度ごとの重点的な取組の設定 ・達成状況の検証等

連携
群馬県行政改革実施委員会 部局行政改革実施委員会

（構 成） （構 成）

委員長：総務部長 構成その他運営に関する事項は当該部

委 員：各部主管課長、人事課長、財政 局長・県民局長が定める。

（所掌事務）課長 各行政事務所長 会計課長、 、 、

(企)総務課長 (病)総務課長 (議) 行政改革に係る全庁的な課題及び当該、 、

、 、総務課長、(人)管理課長、(監)管 部局における課題について 必要な方策

理課長、(労)管理課長、(教)総務 措置を講ずる。

課長、(警)総務企画課長、県職労 ・実施計画に定める具体的な改革の実施

中央執行委員長 ・年度ごとの重点的な取組に係る所管

事項における取組の検討、実施（所掌事務）

推進会議の所掌事務の具体的な検討を

。 、 、行う 必要に応じて 専門の事項を調査

検討する作業部会を置く。

・計画実施状況の評価、課題分析

・年度ごとの重点的な取組の検討等

【第三者委員会】

群馬県行政改革評価･推進委員会

民間委員８名（うち公募２名）[現委員任期：H22.9.24～H24.9.23]（構 成）

（所掌事務）

（１）新行政改革大綱の策定に関する助言

（２）行政改革の取組の評価及び助言

（３ 「公共施設のあり方検討委員会」の答申を踏まえた取組の検証）

・改革の進め方や取組結果に対する県民目線からの評価


